
第５４号議案 

ふじみ野市介護保険条例の一部を改正する条例 

ふじみ野市介護保険条例（平成１７年ふじみ野市条例第１０３号）の一部を次

のように改正する。 

第５条第１項中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め、同条第２項中「令

和元年度及び令和２年度の各年度における」を削り、「１万９，５００円」を「

１万６，７００円」に改め、同条第３項中「令和元年度及び令和２年度の各年度

における」を削り、「１万９，５００円」を「１万６，７００円」に、「３万２

，０００円」を「２万７，９００円」に改める。 

第９条第１項中「（昭和３２年法律第２６号）」を削る。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の第５条の規定は、令和２年４月

１日から適用する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後のふじみ野市介護保険条例の規定は、令和２年度以後

の年度分の介護保険料について適用し、令和元年度分までの介護保険料につい

ては、なお従前の例による。 

令和２年６月 1 日提出 

  

ふじみ野市長 高 畑   博 

 

提案理由 

介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を

改正する政令（令和２年政令第９８号）の施行に伴い、条文を整備するため、

ふじみ野市介護保険条例の一部を改正したいので、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するものであ

る。 

 


